
○仙台市職員共済組合貯金規程実施要領

（令和６年１１月１８日事務局長決裁）

第１ 趣旨

仙台市職員共済組合の行う貯金については、仙台市職員共済組合貯金規程（平

成２１年仙台市職員共済組合規程第１号。以下「規程」という。）によるもののほ

か、この要領に定めるところにより取り扱うものとする。

第２ 貯金の申込手続等

１ 新規加入の申込み

組合員が貯金に加入の申込みをするときは、別紙様式第１－１号（会計年度任

用職員は様式第１－２号）による共済貯金新規申込書（以下「新規申込書」とい

う。）を積立てを開始する前月２５日までに理事長に提出するものとする。賞与積

立てを併せて行うときは、新規申込書にその旨を記入するものとする。

２ 積立額変更等の申込み

貯金加入者が積立額変更及び払戻し等の申込みをするときは、別紙様式第２号

による共済貯金変更申込書（以下「変更申込書」という。）を希望する月の前月２

５日までに理事長に提出するものとする。ただし、賞与積立ての積立額変更の申

込みは、６月積立てについての変更は５月２５日まで、１２月積立てについての

変更は１１月２５日までに理事長に提出するものとする。

３ 中断等の申込み

   貯金加入者が積立ての中断及び再開の申込みをするときは、別紙様式第３号に

よる共済貯金中断・再開申込書を希望する月の前月２５日までに理事長に提出す

るものとする。

４ 組合員の資格を失ったときの手続

  貯金加入者が組合員の資格を失ったときは、変更申込書を速やかに理事長に提

出しなければならない。ただし、退職予定者については、変更申込書を退職日の

属する月の前月２５日までに理事長に提出しなければならない。

５ 貯金加入者が死亡したときの手続

貯金加入者が死亡したときは、その遺族又は相続人は別紙様式第４号による共

済貯金死亡解約金送金依頼書を理事長に提出するものとする。この場合において、

その遺族又は相続人が、その貯金加入者の被扶養者でないときは、死亡した貯金

加入者との続柄を証する書類を添付するものとする。

６ 受取口座等変更の届出

   貯金加入者が貯金受取先の金融機関、支店、口座番号及び名義等を変更すると

きは、別紙様式第５号による共済貯金受取口座変更届出書を変更を希望する月の

前月２５日までに理事長に提出するものとする。ただし、払戻金の送金の結果、



振込不能となったことによる受取口座の変更の場合は、速やかに理事長に提出す

るものとする。

第３ 積立ての開始時期等

１ 新規積立て、積立額変更、中断及び再開は、提出期限までに申込みのあった翌

月の給与支給日に適用開始するものとする。ただし、賞与積立てについては、申

込みが５月２５日までにあったものは６月賞与支給日に、１１月２５日までにあ

ったものについては１２月賞与支給日に適用開始するものとする。

２ 一部払戻し及び解約は、提出期限までに申込みのあった翌月の給与支給日に送

金するものとする。

第４ 給与等から控除できない貯金加入者の積立方法

規程第５条第２項に規定する理事長が別に定める方法とは、理事長が発行する

納入通知書により積立額を理事長に払い込むものとする。

第５ 貯金の払戻し等の通知

理事長は、払戻し等があったときは、別紙様式第６号による貯金送金通知書を

貯金加入者に送付しなければならない。

第６ 貯金現在残高の通知

１ 理事長は、毎年３月末日における貯金現在残高を記載した別紙様式第７号によ

る貯金現在残高通知書を貯金加入者に送付するものとする。

２ 貯金加入者より、別紙様式第８号による共済貯金残高証明書交付申請書の提出

があったときは、別紙様式第９号による共済貯金残高証明書を交付するものとす

る。

第７ 非課税貯蓄の取扱い

１ 所得税法（昭和４０年法律第３３号）第１０条第１項に規定する利息所得の非

課税の適用を受ける者（以下「非課税適用者」という。）は、非課税貯蓄申告書（別

紙様式第１０号）及び非課税制度の該当者であることを証明する書類又はその写

しを理事長に提出し、併せて、理事長に個人番号（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定するものをいう。

以下同じ。）及びその者が個人番号で識別される本人であることを確認することが

できる書類（以下「本人確認書類」という。）を提示し、又はその写しを提出しな

ければならない。

２ 前項の非課税適用者の貯金口座については、非課税貯蓄申告書の非課税貯蓄限

度額に達するまで非課税口とし、限度額を超える積立金は、課税口を設けて積み

立てるものとする。

３ 前２項の非課税適用者は、非課税貯蓄限度額を変更するときは非課税貯蓄限度

額変更申告書（別紙様式第１１号）を、住所又は氏名を変更したときは非課税貯

蓄に関する異動申告書（別紙様式第１２号）を、貯金を解約するとき及び非課税

貯蓄制度の該当者でなくなったときは非課税貯蓄廃止申告書（別紙様式第１３号）



を理事長に提出し、併せて、理事長に本人確認書類を提示し、又はその写しを提

出しなければならない。

４ 非課税適用者が死亡したときは、その相続人は非課税貯蓄者死亡届出書（別紙

様式第１４号）を理事長に提出しなければならない。

５ 非課税適用者が、貯金の払戻しをする場合において、課税口貯金と非課税口貯

金があるときは、払戻金額は課税口貯金から払戻しし、同貯金の残高がなくなっ

たときは、非課税口貯金から払い戻しするものとする。

６ 前各項に規定する非課税貯蓄の取扱いについては、所得税法の規定に基づき処

理するものとする。

   附 則

１ この要領は、平成２１年４月１日から実施する。ただし、第２第３項の規定は平

成２１年７月１日から実施する。

２ 仙台市職員共済組合貯金事業運営規程実施要領（平成１８年３月２９日理事長決

裁）は廃止する。ただし、この要領施行の際現に積み立てられている貯金について

は、この要領により積み立てられた貯金とみなす。

   附 則（平成２１年１０月７日改正）

この要領は、平成２１年１０月７日から実施する。

   附 則（平成２８年３月２３日改正）

この要領は、平成２８年３月２３日から実施する。

附 則（平成３０年７月３１日改正）

この要領は、平成３０年８月１日から実施する。

附 則（令和４年９月２６日改正）

この要領は、令和４年１０月１日から実施する。

附 則（令和５年３月１４日改正）

この要領は、令和５年４月１日から実施する。

附 則（令和６年３月１９日改正）

この要領は、令和６年４月１日から実施する。

附 則（令和６年１１月１８日改正）

この要領は、令和６年１２月２日から実施する。



別紙様式第１－１号

仙台市職員共済組合理事長　様

年 月 日

百万 十万 万 千 百 十 円 【積立額にご注意ください】

賞与積立てについて（どちらかに✔を入れてください。積立てをする場合は、積立額も記入してください。）

百万 十万 万 千 百 十 円 【積立額にご注意ください】

通帳等を確認のうえ、記入してください（本人名義の普通預金口座に限る。）。

（注意）

　１．提出期限は毎月25日（共済組合必着・土日祝日の場合はその前日）です。
　２．提出期限の翌月から積立てが開始されます。
　３．積立額は1,000円単位でお申し込みください。
　４．会計年度任用職員の方は、本様式ではなく「様式第１－２号【会計年度

　任用職員用】」によりお申し込みください。

所　　　　　　属

内線

共済貯金新規申込書

氏　　　　　　名

㊞

※旧姓使用の方は戸籍上の氏名で記入、押印

□

し　な　い

定例積立額

【再任用の方のみ】
退職前の職員番号

組合員の番号
（職員番号）

支　　店

出張所

　積立額は、給与支給額から控除額を除いた、
　差引支給額(いわゆる手取り額) の範囲内で
　設定してください。

　積立額は、賞与支給額から控除額を除いた、
　差引支給額(いわゆる手取り額) の範囲内で
　設定してください。

本・支店名

コード

す　　る

金融機関

共済受付印

職場連絡先

携帯電話

□

受
取
口
座

普　通

  賞与積立額

本・支店名

預金種目

金融機関名 コード

　銀行　　信金　　信組

　労金　　農協

口座番号 口座名義（カタカナで記入）



別紙様式第１－２号

仙台市職員共済組合理事長　様

年 月 日

十万 万 千 百 十 円 【積立額にご注意ください】

賞与積立てについて（どちらかに✔を入れてください。積立てをする場合は、積立額も記入してください。）

※期末手当が６月及び12月のいずれも支給される場合のみ積立てが可能です。

十万 万 千 百 十 円 【積立額にご注意ください】

通帳等を確認のうえ、記入してください（本人名義の普通預金口座に限る。）。

（注意）
　１．提出期限は毎月25日（共済組合必着・土日祝日の場合はその前日）です。
　２．提出期限の翌月から積立てが開始されます。
　３．積立額は1,000円単位でお申し込みください。

　　　積立てが可能です。両方支給されない場合は、賞与積立てはできませんので
　　　ご注意ください。

□
任用期間が満了する場合、満了月の前月25日までに、必ず解約の手続きをすること。
(ただし、同一職員番号で任用期間が更新される場合を除く。）
【現在の任用期間：　　　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日】

共済受付印

　４．賞与積立ては、期末手当等が６月及び12月のいずれも支給される場合のみ

預金種目 口座番号 口座名義（カタカナで記入）

普　　通

私は、次の事項を承知のうえ、上記の内容のとおり、共済貯金新規申し込みを行います。
（下の太枠内の内容を確認し、任用期間を記入のうえ、□に✔を入れてください。□に✔がない場合は、
　本申し込みの受付はできません。）

受
取
口
座

金融機関 本・支店名

コード 金融機関名 コード 本・支店名

　銀行　　信金　　信組

　労金　　農協

支　　店

出張所

□ す　　る   賞与積立額 　積立額は、賞与支給額から控除額を除いた、差引支給
　額(いわゆる手取り額) の範囲内で設定してください。

□ し　な　い

携帯電話

定例積立額

職場連絡先 内線 組合員の番号
（職 員 番 号）

所　　　　　　属 氏　　　　　　名

㊞

　積立額は、給与支給額から控除額を除いた、　差引支給額(いわゆる手取り額)
　の範囲内で設定してください。

【会計年度任用職員用】 共済貯金新規申込書



別紙様式第２号

仙台市職員共済組合理事長　様

年 月 日

※旧姓使用の方は戸籍上の氏名で記入、押印

積立額変更（記入例及び下記注意書きを参照しご記入ください。）

百万 十万 万 千 百 十 円

百万 十万 万 千 百 十 円

千万 百万 十万 万 千 百 十 円

（注意）
　１．該当する項目の☐に✔を入れてください。

　２．提出期限は毎月25日（共済組合必着・土日祝日の場合はその前日）です。

　３．積立額及び払戻額は、1,000円単位でお申込みください。

　４．現在賞与積立てをしていて、今後賞与積立てを希望しない場合は、積立額変更の賞与積立額

欄の□に✔を入れ、積立額欄に「０」と記入してください。
　また、現在賞与積立てをしておらず、今後賞与積立てを希望する場合は、積立額変更の賞与

積立額欄の□に✔を入れ、積立額欄に希望する積立額を記入してください。

　５．積立額は、提出期限の翌月から変更になります。

　６．一部払戻し及び解約の場合、積立金の払戻日は、提出期限の翌月21日（当日が銀行の営業日で

　ない場合は翌営業日）です。

　
共済受付印

□

□ 定例積立額

□ 賞与積立額

【賞与積立てについて】
　賞与積立ては、期末手当等が６月及び12月のいずれも
　支給される場合のみ、積立てが可能です。

□ 一部払戻し

払　戻　額

□ 解　　　約

【積立額にご注意ください】
　積立額は、給与または賞与支給額から控除額を除いた、
　差引支給額(いわゆる手取り額) の範囲内で設定してくだ
　さい。

所　　　　　　属 氏　　　　　　名

㊞

職場連絡先 内線
組合員の番号
（職員番号）

携帯電話
【再任用の方のみ】
退職前の職員番号

共済貯金変更申込書
（積立額変更・一部払戻し・解約）



別紙様式第３号

仙台市職員共済組合理事長　様

年 月 日

※旧姓使用の方は戸籍上の氏名で記入、押印

百万 十万 万 千 百 十 円 【積立額にご注意ください】

賞与積立てについて（積立てをする場合は、積立額も記入してください。）

□
百万 十万 万 千 百 十 円 【積立額にご注意ください】

通帳等を確認のうえ、記入してください（本人名義の普通預金口座に限る。）。

 　１．該当する項目の☐に✔を入れてください。

 　２．提出期限は毎月２５日（共済組合必着・土日祝日の場合はその前日）です。
　 ３．提出期限の翌月から積立てが中断または再開します。

 　４．積立額は1,000円単位でお申し込みください。

 （注意）
共済受付印

本・支店名

　銀行　　信金　　信組

　労金　　農協

支　　店

出張所

預金種目 口座番号 口座名義（カタカナ）

普通

□ す　　る 賞与積立額 　積立額は、賞与支給額から控除額を除いた、
　差引支給額(いわゆる手取り額) の範囲内で
　設定してください。

受
取
口
座

金融機関 本・支店名

コード 金融機関名 コード

し　な　い

携帯電話
【再任用の方のみ】
退職前の職員番号

□ 中　　　断

□ 再　　　開
再開後の積立額

定例積立額 　積立額は、給与支給額から控除額を除いた、
　差引支給額(いわゆる手取り額) の範囲内で
　設定してください。

㊞

職場連絡先 内線
組合員の番号
（職員番号）

所　　　　　　属 氏　　　　　　名

共済貯金中断・再開申込書



別紙様式第４号

年 月 日

仙台市職員共済組合理事長　様

住　　　　　　　所

次の口座に送金くださるようお願いいたします。

（注意）請求者が組合員の被扶養者でないときは、組合員との続柄を証する書類（戸籍全部事項証明

書等。写しでも可）を添付してください。

【再任用の方のみ】
退職前の職員番号

金融機関 本・支店名

共済受付印

　銀行　　信金　　信組

　労金　　農協

支　　店

出張所

預金種目 口座番号 口座名義（カタカナ）

普　通

コード 金融機関名 コード 本・支店名

組 合 員 と の 続 柄

連絡先電話番号

組
　
合
　
員

所 属

氏 名

組 合 員 の 番 号
（ 職 員 番 号 ）

請
　
　
求
　
　
者

㊞

〒

生 年 月 日 年 月 日

氏　　　　　　　名

(フリガナ)

共済貯金死亡解約金送金依頼書



別紙様式第５号

仙台市職員共済組合理事長　様

年 月 日

※旧姓使用の方は戸籍上の氏名で記入、押印

通帳等を確認のうえ、記入してください（本人名義の普通預金口座に限る。）。

（注）提出期限は毎月２５日（共済組合必着・土日祝日の場合はその前日）です。

共済受付印

本・支店名

　銀行　　信金　　信組

　労金　　農協

支　　店

出張所

預金種目 口座番号 口座名義（カタカナ）

普 通

携帯電話
【再任用の方のみ】
退職前の職員番号

受
取
口
座

金融機関 本・支店名

コード 金融機関名 コード

㊞

職場連絡先 内線
組合員の番号
（職員番号）

所　　　　　　属 氏　　　　　　名

共済貯金受取口座変更届出書



  別紙様式第６号（表紙）

  別紙様式第６号（中面）

(所属所名)

(氏名)

様

Ｆ Ａ Ｘ ０２２－２１１－００１５

０２２－２１４－１２２８

貯 金 送 金 通 知 書

〒９８０－８６７１
仙台市青葉区国分町三丁目７番１号

仙台市職員共済組合

電話代表

親　展



  別紙様式第７号（表紙）

  別紙様式第７号（中面）

様

仙台市職員共済組合

電話代表

親 展

貯金現在残高通知書

Ｆ Ａ Ｘ ０２２－２１１－００１５

０２２－２１４－１２２８

〒９８０－８６７１
仙台市青葉区国分町三丁目７番１号



　別紙様式第８号



　別紙様式第９号



　　　仙 台 北 税 務 署 長 様                                 

郵便番号

フ リ ガ ナ

住 所

フ リ ガ ナ

(摘　要)

営 業 所 番 号

最 高 限 度 額 の 合 計 額

 確認書類
 の名称

老人等
の事実

既に非課税扱
いの申告をし
ている貯蓄  貯蓄の受入機関

 の受理日付印

１ 老人
２ 障害者
３ その他

名　称 仙台市職員共済組合

名　称

非課税扱い
の申告をす
る貯蓄

所在地 仙台市青葉区国分町三丁目７番１号

区分 貯 蓄 の 受 入 機 関 の 営 業 所 等

           日

氏 名 ㊞

下記の貯蓄につき所得税法第１０条第１項の規定の適用を受けたいので、この旨申告します。

生年
月日

                    年

個人番号－

日

組合員の番号(職員番号)
※再任用の方は退職前の職員番号

(別紙様式第１０号)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非 課 税 貯 蓄 申 告 書 月年

預貯金

           月

万円

最高限度額 種　別 証　　印



　　　仙 台 北 税 務 署 長 様                                 

郵便番号

フ リ ガ ナ

住 所

フ リ ガ ナ

下記の貯蓄に係る最高限度額を変更したいので，所得税法第10条第4項の規定により，この旨申告します。
万円

 確認書類
 の名称

(摘　要)

営 業 所 番 号

年 月 日

非課税扱いの申告をしている他の貯蓄に係る最高限度額の合計額

貯蓄の受入機
関の営業所等

所在地
名　称

　仙台市国分町三丁目７番１号
 貯蓄の受入機関
 の受理日付印　仙台市職員共済組合

預貯金

老人等
の事実

１ 老人
２ 障害者
３ その他非課税貯蓄申告書の提出年月日

変　　更　　前　　の　　最　　高　　限　　度　　額

変　　更　　後　　の　　最　　高　　限　　度　　額

氏 名 ㊞

種　別 証　　印

生年
月日

                    年            月            日

個人番号－

日

組合員の番号(職員番号)
※再任用の方は退職前の職員番号

(別紙様式第１１号)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非課税貯蓄限度額変更申告書 年 月



　　　仙 台 北 税 務 署 長 様                                 

郵便番号

フ リ ガ ナ

住 所

フ リ ガ ナ

下記の事項につき異動がありましたので申告します。

フ リ ガ ナ

住 所

フ リ ガ ナ

氏 名

 確認書類
 の名称

営 業 所 番 号

年 月 日

(摘　要)

貯蓄の受入機
関の営業所等

所在地
名　称

仙台市青葉区国分町三丁目７番１号   貯蓄の受入機関
  の受理日付印

仙台市職員共済組合 老人等
の事実

１ 老人
２ 障害者
３ その他非課税貯蓄申告書の提出年月日

           月            日

氏 名 ㊞
生年
月日

                    年

異動事項 異動前(移管前） 異動後（移管後） 種　別 証　　印

預貯金

個人番号－

日

組合員の番号(職員番号)
※再任用の方は退職前の職員番号

(別紙様式第１２号)　　　　　　　　　　　　　　　　　　非課税貯蓄に関する異動申告書 年 月



　　　仙 台 北 税 務 署 長 様                                 

郵便番号

フ リ ガ ナ

住 所

フ リ ガ ナ

営 業 所 番 号

 貯蓄の受入機関
 の営業所等

所　在　地 仙台市青葉区国分町三丁目７番１号

名　　　称 仙台市職員共済組合

(摘　要)

下記の貯蓄につき所得税法第１０条第１項の規定の適用を受けることを取りやめたいので，この旨申告します。

最高限度額

万円

種　　別 預貯金 貯蓄の受入機関
の受理日付印

氏 名 ㊞

－

生年
月日

                    年

個人番号

           月            日

日

組合員の番号(職員番号)
※再任用の方は退職前の職員番号

月(別紙様式第１３号)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非課税貯蓄廃止申告書 年



仙台市職員共済組合理事長　様                                 

下記の者が死亡しましたので，所得税法施行令第４６条第１項の規定により，この旨通知します。

死亡年月日 　　　年　 月　 日 受　理　日 　　　 年　 月　 日

           日

氏　　名

種　　　別 預　　貯　　金 最高限度額

万円

生年
月日

                    年            月

－ 個人番号

被
　
相
　
続
　
人

郵便番号

住　　所

フリガナ

フリガナ

相　続　人

住　　所

フリガナ

氏　名

日

組合員の番号(職員番号)
※再任用の方は退職前の職員番号

(別紙様式第１４号)　　　　　　　　　　　　　　　　非課税貯蓄者死亡届出書 年 月


